
議 第 ６ 号

平 成 ２５ 年 度 三 島 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

  平成２５年度三島市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第１条  歳入歳出予算の総額は､歳入歳出それぞれ３，２０６，９０４千円と定める｡

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､｢第１表　歳入歳出予算｣による｡

(債務負担行為)

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､期間及び

　限度額は､｢第２表　債務負担行為｣による｡

(地　方　債)

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､限度額､

　起債の方法､利率及び償還の方法は､｢第３表　地方債｣による｡

(一時借入金)

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は

　１，２００，０００千円と定める｡

(歳出予算の流用)

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

　ることができる場合は､次のとおりと定める｡

　(１)　各項に計上した給料､職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く｡)に係る予算額に過不

　　　足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用｡

  　　平成２５年２月１９日提出

三　島　市　長　　　豊　　岡　　武　　士



歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

1 分担金及び負担金 14,431

1 分担金 3,912

2 負担金 10,519

2 使用料及び手数料 1,083,610

1 使用料 1,082,840

2 手数料 770

3 国庫支出金 279,900

1 国庫補助金 279,900

4 寄付金 1

1 寄付金 1

5 繰入金 783,000

1 繰入金 783,000

6 繰越金 35,000

1 繰越金 35,000

7 諸収入 5,662

1 延滞金加算金及び過料 1

2 預金利子 1

3 雑入 5,660

8 市債 1,005,300



款 項 金        額

千円

1 市債 1,005,300

歳              入              合              計 3,206,904



歳　出

款 項 金        額

千円

1 事業費 1,682,073

1 下水道建設費 905,961

2 下水道管理費 776,112

2 公債費 1,524,731

1 公債費 1,524,731

3 予備費 100

1 予備費 100

歳              出              合              計 3,206,904



（単位　　千円）

事　　　　　　　　　　項 期　　　          間 限      度      額

平成２６年度 ６０，０００

平成２６年度 １８，０００

平成２５年度水洗便所改造資金等利子補給金 平成２６年度～平成２８年度 ４０

第　２　表 　　債  務  負  担  行  為

三島終末処理場汚泥貯留施設電気設備
増設工事

三島終末処理場汚泥貯留施設機械設備
増設工事



H25当初 下水道第3表

（単位 　千円）　

起　債　の　目　的 限 度 額 起債方法 利　率 償  還  の  方  法

証書借入 　政府資金については、その
単独公共下水道事業 217,400 又    は 融資条件により、銀行その他

証券発行 (ただし､利率見直し方式 の場合にはその債権者と協定
で借り入れる政府資金及 するものによる。
び地方公共団体金融機構 　ただし、市財政の都合によ
資金について、利率の見 り据置期間及び償還期限を短
直しを行った後において 縮し、又は繰上償還もしくは
は、当該見直し後の利率)低利に借換えすることができ

る。

流域関連公共下水道事業 169,000    〃 〃 〃

流域下水道事業 30,900    〃 〃 〃

特定環境保全公共下水道事業 91,000    〃 〃 〃

下水道事業債特別措置分 209,000    〃 〃 〃

資本費平準化債 288,000    〃 〃 〃

合            計 1,005,300

第　３　表 　　地     方     債

年 5.00 ％　以　内
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